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令和 8 年 4 月 15 日 

 

ＴＡＣ 一級建築士 受験対策 無料セミナー 

 

法規 限界突破の秘策 

～ＧＷ ＴＡＣ「法規 限界突破 2026」の前に秘策を伝授！～ 

 

一級建築士学科 オンラインライブクラス 担任 

Webフォロー・ビデオブース講座・Web通信講座 担当 

井澤 真悟 

 

 

１．正誤に関わらないスルー条件を見極めよう！ 

２．「○○以外は建築してはならない」等の二重否定に対する対策 

３．法規の「覚え方」のポイント（何をどうやって覚える？） 

４．難解な条文の読み方、対策 

５．法規のタイパを上げる秘策 

６．問題集への線引き、マーカーの活用例（井澤の問題集、法令集を見せます！） 

７．井澤式比較暗記法［法規編］いいねベスト３発表！ 

 

８．ＧＷの定例「法規 限界突破 2026」シリーズのご案内 

①法規特訓テスト、②法改正出題予想講座、③告示出題予想講座 

９．令和８年 「やまかけ！実例建築物・建築作品・建築史 厳選 92件テスト」 

外部生販売のご案内 

 

質問タイム 
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１．正誤に関わらないスルー条件を見極めよう！ 

・正誤に関わらない前提条件としての構造種別、規模、用途は見なくて良い！ 

下記の下線部分はスルー条件！ 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

【出題例１】H2904-2（ＴＡＣ項目別問題集 No.270） 

鉄筋コンクリート造、地上３階建ての共同住宅の用途に供する建築物である認証

型式部材等で、その新築の工事が一級建築士である工事監理者によって設計図書

のとおり実施されたことが確認されたものは、中間検査において、その認証に係

る型式に適合するものとみなされる。（正） 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

・法 68条の 20第２項及び法７条の３第４項（中間検査）。 

・そもそも中間検査が不要な建築物であれば設問が成り立ちません。 

そもそも鉄骨造だったり、地上２階建てだったり、共同住宅でない用途だった

りしたら、中間検査が不要なため、設問が成り立たないのです。 

・下線部分は、中間検査が必要な建築物であることを示す、前提条件としての記

載です。前提条件は疑う必要はありません。 

・設問の論点は、「認証型式部材等で、その新築の工事が一級建築士である工事

監理者によって設計図書のとおり実施されたことが確認されたものは、中間検

査において、その認証に係る型式に適合するものとみなされる。」か否か。 

 

＜スルー条件を見極めるためのヒント＞ 

① 長い設問は、はじめに最後を見て設問の論点を確認する。 

② スルー条件を見極めるには、内容の理解が不可欠（数値の暗記ではない）。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

【出題例１-２】R0504-1（ＴＡＣ項目別問題集 No.282）←【出題例１】と比較整理 

建築主は、鉄筋コンクリート造、延べ面積 1,000㎡、地上５階建ての共同住宅

の新築の工事において、３階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工

事の工程（特定行政庁が指定する工程ではない。）を終えたときは、指定確認

検査機関が中間検査を引き受けた場合を除き、建築主事の中間検査を申請しな

ければならない。（誤） 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

・法７条の３第１項一号及び令 11条。「３階の床及びこれを支持するはり」で

はなく「２階」です。 

・上記の下線部分はスルー条件と言えますが、「３階」の部分は設問の論点その

ものです。 

・過去問の誤肢のポイントを覚えることが重要です。後述。  
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――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

【出題例２】R0104-3（ＴＡＣ項目別問題集 No.279） 

延べ面積 800㎡、地上５階建ての事務所について、ホテルの用途に供する部分の

床面積の合計が 500㎡となる用途の変更に係る確認済証の交付を指定確認検査機

関から受けた場合において、建築主は、当該工事が完了したときは、当該指定確

認検査機関の検査を申請しなければならない。（誤） 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

・法 87条１項及び法７条 

・そもそも確認が不要な用途変更であれば、工事完了後の手続も不要であり、設

問が成り立ちません。 

そもそも用途変更後に 200㎡超の特殊建築物としないのならば、また、類似の

用途相互間の用途変更であれば、確認は不要であり、工事完了後の手続も不要

なため、設問が成り立たないのです。 

・下線部分は、確認が必要であり、工事完了後の手続が必要な建築物であること

を示す、前提条件としての記載です。前提条件は疑う必要はありません。 

・設問の論点は、「用途の変更に係る確認済証の交付を指定確認検査機関から受

けた場合において、建築主は、当該工事が完了したときは、当該指定確認検査

機関の検査を申請しなければならない。」か否か。もっと詳しく言えば、 

・指定確認検査機関でよいのか否か。→ 否。建築主事等、一択。 

・（完了）検査の申請なのか否か。→ 否。工事完了届の届出。 

 

＜補足＞ 

・スルー条件は、設問が成り立つための前提条件である場合のほか、他の設問肢

と表現を合わせるためである場合もあります。 
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２．「○○以外は建築してはならない」等の二重否定への対策 

（１）法規で「二重否定」の表現が多い理由 

・法律は基本的に「何ができるか」ではなく、「何ができないか」という禁止事項

を規定することが多い。 

・「○○以外は建築してはならない」であれば、 

○○以外は全部ＮＧであることが明確。 

・「○○を建築することができる」だと、 

○○以外はＮＧと明記されていないため、 

拡大解釈の余地が生じる可能性がある。 

・「○○だけを建築することができる」や「○○に限って建築することができる」

と書いてくれると分かりやすいのだが。。 

 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

【例】 
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（２）二重否定への対策 

① 内装制限（令 128条の４）（TAC ﾃｷｽﾄｐ112） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 換気設備（令 20条の３第１項一号）（TAC ﾃｷｽﾄｐ129） 

③ 高層区画の区画面積の緩和（令 112条８項、９項）（TAC ﾃｷｽﾄｐ89） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ 土砂災害防止法（土砂災害防止法 10条２項）（TAC ﾃｷｽﾄｐ251） 
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３．法規の「覚え方」のポイント（何をどうやって覚える？） 

（１）「設問の意味を考え、覚える」とは？ 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

【出題例】R0325-1（ＴＡＣ項目別問題集 No.1068） 

「都市計画法に基づき、開発許可を受けた開発区域内の土地について用途地域等

が定められているときは、当該開発行為に関する工事が完了した旨の公告があっ

た後に当該開発許可に係る予定建築物等以外の建築物を新築する場合であって

も、都道府県知事の許可を受ける必要はない。（正） 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

・はじめに都計法 42 条１項本文の意味を「開発許可を受けたときの予定建築物

「以外」の建築物を新築するのは原則ＮＧ」と理解することが大事。 

・次に、同項ただし書の意味を「用途地域等が定められているときは、建築基準

法 48条に基づく用途制限により、適切な用途、規模に制限されるから例外的

に新築できる」と理解し、覚えることが大事。 

（２）特に過去問の誤肢のポイントを覚えることが重要 

・一級建築士試験は、ただし書の出題が多く、重箱の隅を付く出題が多い。 

・誤肢のポイントを覚えていないと、本試験で重箱の隅を探すことは難しい。 

（３）内装制限（令 128条の４、令 128条の５） 
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４．難解な条文の読み方、対策 

（１）条文のルールを知る 

① 及び・並びに・又は・若しくは 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

■出題例（法規 R06-25 改）（消防法。無窓階を有しないものとする。） 

地上５階建てのホテルには、避難口誘導灯を設けなくてもよい。 

（井澤式比較暗記法［法規編］No.31） 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

■解説 誤。ホテルは、消防法令別表１(５)項イに該当します。消防法令 26 条１項一

号により、全ての階で避難口誘導灯が必要です。ポイントは、この一号のなか

の「地階、無窓階及び 11 階以上の部分」がどこにかかるのか、です。 
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② 列挙された名詞に付くかっこ（ ）は原則として直前の名詞に係る。 

ただし、明らかな場合は全部に係ることもある。 

例１（令 115条の３第三号） 

 

 

 

 

例２（令 23条３項） 

 

 

 

 

 

 

（２）まとまりに〔 〕を付ける 

・上記例を参照。 

（３）ソフトオレンジマーカー、ソフトブルーマーカーの活用 

（法 87条の３第１項） 
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（４）模式図を描く 
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５．法規のタイパを上げる秘策 
 

６．問題集への線引き、マーカーの活用例 

（井澤の問題集、法令集を見せます！） 

・問題集の問題に下線などを引かず毎回きれいな状態で問題を解くのも意味のある

ことですが、前回までの下線などが残った状態で問題を解くのも有効です。 

・例えば「容積率の算定の基礎となる延べ面積」はひとまとまりの用語なので、そ

こに下線を引いておくのです。 

・法規の問題は一見では何が書いてあるのか、何を問われているのか分からないこ

とが多いため、この方法が有効になります。 

・いつもきれいな状態で問題を解く場合には「①内容を理解する、覚える」訓練よ

りも「②何が書いてあるかを読み取る」訓練に多くの時間をかけることになりま

す。 

・本試験ではもちろん②も不可欠ですが、①も②に負けず劣らず重要です。①と②

のバランスの問題です。①のためには、前回までの下線などが残った状態で問題

を解くのも有効です。 

・ＴＡＣ生は、項目別問題集で下線を引くなど「①内容を理解する、覚える」訓練

をし、きれいな年度別問題集で「②何が書いてあるかを読み取る」訓練を７年分

行うことができます。確認テスト、中間テスト、ＧＷの法規特訓テスト３回、直

前テスト４回で、②の訓練はいくらでもできるのです。①の訓練に重点を置くの

が「法規限界突破の秘策」の一つです！ 
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７．井澤式比較暗記法［法規編］いいねベスト３発表！（2026/4/12現在） 

 １位 〔No.24〕都市計画法「出題６パターン＋α」（Ｘいいね 26件） 

 ２位 〔No.48〕建築基準法「耐火構造と準耐火構造の決定的な違い」（17件） 

 ３位 〔No.30〕消防法「避難器具」（14件） 

http://kentikushi-blog.tac-school.co.jp/ 

８．ＧＷの定例「法規 限界突破 2026」シリーズのご案内 

①法規特訓テスト、②法改正出題予想講座、③告示出題予想講座 

・パンフレット参照 

９．「やまかけ！実例建築物・建築作品・建築史 厳選 92件テスト」 

外部生販売のご案内 

・パンフレット参照 

質問タイム 

 

 

以上 

 

※ 視聴後アンケートへのご協力をお願いします。 

ＴＡＣ受講生もご協力ください。励みになります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

視聴後アンケート 


